
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 東労組 
中央闘争委員会 

 

２０１８年 

 ２月２６日 

No.１０ 

会社は「申１３号団体交渉の席上で東労組が『あらゆる闘争手段』を通
告した」ことによって「労使共同宣言は東労組によって破棄され失効し
ている」という認識を一方的に示しました。 
東労組として、①闘申１号によって紛争状態は解決された。②労使共

同宣言を破棄する法的手続きは一切していない。③労使間における真摯
な議論は継続していることから、労使共同宣言は東労組から破棄してい
ないという認識です。労使共同宣言についての認識は会社と一致しない
ことを通告しました。会社とは、引き続き「信義誠実」の原則に則って、
真摯な議論を続けていきます。 
 

所定昇給額を算出基礎としない事を求めてきました。会社からは、ベ
ースアップの算出基礎にしてきた「所定昇給額」にこだわらない認識が
示されました。ベースアップの要素として、物価上昇分は誰にも等しく
あること。基本給改定の原資について、施策などによる生産性向上は必
要であることを確認しつつ、生産性向上の配分＝施策への組合員の努力
に対する配分では「所定昇給額」にこだわらない認識を確認しました。ま
た、ベースアップの内容は、公平で納得できる内容となるように、毎年真
摯な労使議論で決定していくことを確認しました。 


